
鈴鹿市会計規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月２６日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第６号 

鈴鹿市会計規則等の一部を改正する規則 

（鈴鹿市会計規則の一部改正） 

第１条 鈴鹿市会計規則（昭和３９年鈴鹿市規則第１７号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（支出の原則） （支出の原則） 

第24条 経費の支出は、債権者の請求書の提

出を待つてこれをしなければならない。た

だし、やむを得ない理由により請求書の提

出を求めることができないものにあつては

支出の調書をもつて、口座自動振替払（債権

者が指定した日に、債権者の請求金額を指

定金融機関等が市の預金口座から債権者の

預金口座に自動的に振り替えて支払をする

ことをいう。以下同じ。）により支払をする

公共料金（電気料金、水道料金（下水道使用

料を含む。）その他これらに類する料金のう

ち、その支払が定期的に行われるものをい

う。以下同じ。）にあつては口座振替請求情

報（公共料金に係る請求の口座振替の情報

を記録した電磁的記録又は文書をいう。以

第24条 経費の支出は、債権者の請求書の提

出を待つてこれをしなければならない。た

だし、やむを得ない理由により請求書の提

出を求めることができないものについて

は、支出の調書をもつてこれに代えること

ができる。 



下同じ。）をもつてこれに代えることができ

る。 

（小切手の振出し） （小切手の振出し） 

第28条 会計管理者は、支出命令を受けたも

のについて支払をしようとするときは、小

切手を振り出し、受取人から領収書を徴し

なければならない。ただし、第31条、第34条

及び第35条の場合においては、受取人の領

収に代えて、指定金融機関等の領収印を徴

しなければならない。 

第28条 会計管理者は、支出命令を受けたも

のについて支払をしようとするときは、小

切手を振り出し、受取人から領収書を徴し

なければならない。ただし、第31条及び第34

条の場合においては、受取人の領収に代え

て、指定金融機関等の領収印を徴しなけれ

ばならない。 

２  略 ２  略 

（現金払） （現金払） 

第30条 会計管理者は、債権者から現金によ

る支払の申出があつたときは、第28条の規

定にかかわらず、債権者に支払通知書を交

付し、指定金融機関等に支出命令書を送付

して、当該指定金融機関等に現金の支払を

させなければならない。ただし、会計管理者

が特に必要と認めるときは、自己を受取人

とする小切手を振り出し、指定金融機関等

から資金を引き出した上、現金で小口の支

払をすることができる。 

第30条 会計管理者は、債権者から現金によ

る支払の申出があつたときは、第28条の規

定にかかわらず、債権者に支払通知書を交

付し、指定金融機関に支出命令書を送付し

て、当該指定金融機関に現金の支払をさせ

なければならない。ただし、会計管理者が特

に必要と認めるときは、自己を受取人とす

る小切手を振り出し、指定金融機関から資

金を引き出した上、現金で小口の支払をす

ることができる。 

２ 指定金融機関等は、債権者から支払通知

書の提示を受けたときは、前項本文の規定

により送付された支出命令書と照査の上、

債権者に対し、当該支払通知書と引換えに

現金を支払い、領収書を徴しなければなら

ない。 

２ 指定金融機関は、債権者から支払通知書

の提示を受けたときは、前項本文の規定に

より送付された支出命令書と照査の上、債

権者に対し、当該支払通知書と引換えに現

金を支払い、領収書を徴しなければならな

い。 

３ 会計管理者は、指定金融機関等に現金で

支払をさせたときは、当該支払に係る１日

３ 会計管理者は、指定金融機関に現金で支

払をさせたときは、当該支払に係る１日分



分の支払合計額を券面とする小切手を、当

該指定金融機関等を受取人として振り出さ

なければならない。 

の支払合計額を券面とする小切手を、当該

指定金融機関を受取人として振り出さなけ

ればならない。 

４  略 ４  略 

（口座自動振替払）  

第35条 会計管理者は、第28条の規定にかか

わらず、口座振替請求情報を受け、公共料金

を口座自動振替払により支払をすることが

できる。 

第35条 削除 

（鈴鹿市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正） 

第２条 鈴鹿市予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年鈴鹿市規則第１６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

(１)～(３)  略 (１)～(３)  略 

(４) 口座振替請求情報 鈴鹿市会計規則

（昭和39年鈴鹿市規則第17号）第24条に規

定する口座振替請求情報をいう。 

 

(５) 口座自動振替払 鈴鹿市会計規則第

24条に規定する口座自動振替払をいう。 

 

 

 

  





改 正 後 

別表第１（第24条関係） 

 

区分 

支出負担行為

として整理す

る時期 

支出負担行

為の範囲 

支出負担行為に

必要な主な書類 
備考 

 

 １～９  略   略   略   略   略  

 10 需用費      

 (１)  略   略   略    

 (２) 光熱水費 請求のあつた

とき 

請求のあつ

た金額 

請求書（口座振

替請求情報） 

公共料金の口座自

動振替払による支

払は、括弧書によ

ることができる。 

 

 (３)・(４)  略   略   略   略   

 11～27  略   略   略   略   略  

 

 

  



改 正 前 

別表第１（第24条関係） 

 

区分 

支出負担行為

として整理す

る時期 

支出負担行

為の範囲 

支出負担行為に

必要な主な書類 
備考 

 

 １～９  略   略   略   略   略  

 10 需用費      

 (１)  略   略   略    

 (２) 光熱水費 請求のあつた

とき 

請求のあつ

た金額 

請求書  

 

 

 

 

 (３)・(４)  略   略   略   略   

 11～27  略   略   略   略   略  

 

 

  



（鈴鹿市行政組織規則の一部改正） 

第３条 鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（会計管理者の補助組織） （会計管理者の補助組織） 

第６条  略 第６条  略 

２～４  略 ２～４  略 

５ 会計課の事務分掌概目は、次のとおりと

する。 

５ 会計課の事務分掌概目は、次のとおりと

する。 

(１)・(２)  略 (１)・(２)  略 

(３) 小切手の振出し（指定金融機関及び

指定代理金融機関への通知）に関するこ

と。 

(３) 小切手の振出し（指定金融機関への

通知）に関すること。 

(４)  略 (４)  略 

(５) 鈴鹿市会計規則（昭和39年鈴鹿市規

則第17号）第35条に規定する口座自動振

替払による公共料金の支払に関するこ

と。 

 

(６)～(８)  略 (５)～(７)  略 

(９) 指定金融機関、指定代理金融機関及

び収納代理金融機関の公金出納事務の検

査に関すること。 

(８) 指定金融機関及び収納代理金融機関

の公金出納事務の検査に関すること。 

(10)～(13)  略 (９)～(12)  略 

附 則 

この規則は、令和８年３月１日から施行する。 
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